
● まちづくりの基本方針（ターゲット）の設定 【計画書 P39～40】

 本市においては平成２５年をピークに人口が減少傾向に転
じており、様々な施策と連携し人口減少対策を進めること
が必要となっています。また、持続可能な都市経営を可能
にするため、都市機能や居住機能の集約、公共施設の適正
配置等により、コンパクトなまちづくりを進めていく必要
があります。こうした社会情勢等の変化に的確に対応する
ため、本市の実情にあった持続可能なまちづくりの実現に
向けて『苫小牧市立地適正化計画』を策定します

苫小牧市立地適正化計画

●立地適正化計画の背景と目的 【計画書 P3】

● 計画期間 【計画書 P４】

 本計画の計画期間は、令和５年（2023年）からおおよそ
20年先（令和22年（2040年）頃）とします。

 都市計画マスタープランにおける「将来都市像」の実現および都市の現状分析から得られた課題の解決に向け
て、「子育て世代」、「高齢者」、「若者世代」に着目し、本計画におけるまちづくりの基本方針を設定しま
した。

子育て世代 が

住み続けたい

便利なまち

高齢者 が

住み続けられる

快適なまち

若者世代 が

住みたい

魅力的なまち

課題の解決に
向けた
基本方針
（ターゲット）
の設定

課題の解決に
向けた
基本方針
（ターゲット）
の設定

基本方針（ターゲット） 基本方針（ターゲット） 基本方針（ターゲット）

● 想定される問題点と解決すべき課題 【計画書 P8～35】

概要版

 人口配置の変化や地域特性を踏まえた生活利便機能の集積や複合化

 将来都市構造に対応した持続可能な公共交通等交通ネットワークの確保

 高齢者、交通弱者の生活交通維持・確保

 都市のスポンジ化に対応した空き家・空き地、公的不動産の有効活用

 働きやすい環境の整備による生産年齢人口の維持

 広域性・集客性が高い高次都市機能の集積

 回遊性・滞在性の向上、居心地が良く歩きたくなる空間の形成

 市内外からのアクセス性の向上

 人口減少社会に対応した公共施設（建築系施設）やインフラ系施設の集約、
機能再編など適切な配置

 老朽化が進行する公共施設、インフラの適切な維持管理

 災害リスクを踏まえた土地利用の誘導による居住の安全性確保

 津波避難への対応や災害時の都市機能を維持するための交通ネットワー
ク強化

人口減少・高齢化
社会に対応した
居住密度の維持

中心市街地の
魅力向上による
賑わいと交流の
創出

都市経営コストの
適正化

安全・安心に
暮らせる
市街地の形成
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はじめに１

誘導方針
（ストーリー）

● 目指すべき都市の骨格構造 【計画書 P41～43】

 苫小牧市の「都市計画マスタープラン」における将来都市構造は、「3つの都市軸と1都市拠点・4生活拠点
を結ぶラダー状の都市構造」と設定されており、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方と合
致していることから、本計画では、都市計画マスタープランにおける将来都市構造を「目指すべき都市の骨格
構造」とします。

● 課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー) 【計画書 P44～45】

都市や圏域の生活を多様な側面
から支え、利便性と魅力・活力を
備えた拠点づくり

生活及び通勤・通学の利便性を備えた
道路・交通、歩行者空間のネットワーク
づくり

各地域の特性・魅力を反映しつつ、拠点
等の生活利便性を適度に享受できる居
住地づくり

 まちづくりの基本方針（ターゲット）ごとに、課題解決に必要な「拠点」、「ネットワーク」、「居住地」の
あり方を想定し、以降の都市機能誘導区域、居住誘導区域、誘導施設、誘導施策の設定につなげるための誘導
方針（ストーリー）は、以下の通りとします。

子育て世代が
住み続けたい
便利なまち

高齢者が
住み続けられる
快適なまち

若者世代が
住みたい

魅力的なまち

子育てしやすい環境づくりに向けた都
市機能や居心地の良いパブリックスペー
ス等の誘導

身近な子育て支援機能やパブリックスペースに
アクセスしやすい歩行者ネットワークの確保

通学環境の向上に資する、都市骨格軸・生活軸
の強化

子ども達が生き生き育つ、自然環境や文化・ス
ポーツ施設周辺など、苫小牧の魅力を享受できる
エリアへの居住誘導

中核的で高次な医療・福祉機能の誘導

日常の買物・医療・福祉等の機能誘導

歩いて安全に行き来できる歩行者ネットワー
クの確保

公共交通空白地域や買物難民の発生が懸念さ
れるエリアへの公共交通ネットワークの確保

若者世代が集い、賑わい、働くことの
できる、都市拠点・複合型生活拠点へ
の商業・文化・交流等の機能誘導

通勤・通学環境の向上に資する、都市骨格軸・生
活軸の強化

都市拠点（中心市街地）における歩きたくなる、
回遊できる歩行者ネットワークの確保

日常の買物や通院に際し、利便性の高い交通手段
が確保され、地域コミュニティが維持できる人口
密度が確保されるエリアへの居住誘導

車に頼らず便利に暮らせる、中心市街地や拠点周
辺への居住誘導

職住近接により、働きやすく住みやすいエリアへの
居住誘導

自然環境や文化・スポーツ施設など、苫小牧の魅力
を享受できるエリアへの居住誘導

拠 点 ネットワーク 居住地

都市の現状と課題２

基本方針（ターゲット）の設定３



苫小牧市立地適正化計画 概要版

● 都市機能誘導区域とは 【計画書 P54】

 都市計画マスタープランの「将来都市構造」における都市拠点、複合型生活拠点、生活拠点の役割・目標およ
び具体的な取組みを踏まえ、都市機能誘導区域（法定区域）は苫小牧駅南側を中心とした都市拠点のみとしま
す。

 都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約するこ
とにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。

● 都市機能誘導区域設定の考え方 【計画書 P55～56】

● 区域設定の条件 【計画書 P58】

基本とする区域 都市拠点中心からの徒歩圏（800m圏）を基本とし設定します。

設定条件

1. 都市機能やその他施設の立地現況により都市機能の維持・誘導が望ましいと判断され
るエリアを設定します。

2. 上位計画・関連計画で位置づけられているエリアを考慮し設定します。
3. 工業系の用途地域を除いたエリアを設定します。
4. 公共施設等都市機能の集約・再編を予定しているエリアを設定します。
5. 市街地、土地利用の連続性を考慮して、字町目・街区単位エリアを考慮し設定します。
6. 地形地物の境界（道路中心、河川中心等）や用途地域など都市計画決定の境界線との

整合性を考慮し設定します。

都市機能誘導区域の設定５

● 都市機能誘導区域の設定 【計画書 P59】

居住誘導区域の設定４

● 居住誘導区域とは 【計画書 P48】

 都市計画運用指針や立地適正化計画作成の手引きで示されている考え方に基づき、本市における居住誘導区域
を定める区域の条件を設定します。

 居住誘導区域とは、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活
サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。

● 居住誘導区域設定の考え方 【計画書 P49～51】

居住誘導区域に定める区域

条件１：人口密度が一定水準を満たしているエリア
⇒平成27年国勢調査で人口密度が40人/ha以上のエリア

条件２：交通利便性が確保されているエリア
⇒鉄道駅から徒歩圏（800m圏）のエリア
⇒バス停（30本以上/平日）から徒歩圏（300m圏）のエリア

条件３：生活利便性が確保されているエリア
⇒都市拠点及び生活拠点中心の徒歩圏（800m圏）のエリア

条件４：開発行為が行われ一定水準以上の人口密度と判断できるエリア
⇒都市計画法の開発行為が完了済みで人口密度40人/ha以上と
判断できるエリア

居住誘導区域から除外する区域
 市街化調整区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、基礎調
査区域（土砂災害）、工業専用地域や特別用途地区、地区計画等法令
により住宅の建築が制限されている区域

● 居住誘導区域設定の設定 【計画書 P52】

● 一般居住区域の設定 【計画書 P52】

 都市計画区域内で⼀般住宅の建築が可能な区域（⼯業地域や⼟砂災害警戒区域等の⼀部区域を除く）については「⼀
般居住区域（任意区域・法定外）」とし、ゆとりある良好な居住環境の維持・保全を図る区域として位置づけます。

市街化区域面積 15,370 ha

居住誘導区域面積 3,559.2 ha

市街化区域に占める面積割合 23.2 ％

居住誘導区域内人口密度
（令和22年推計）

39.1 人/ha

都市機能誘導区域面積 124.1 ha

複合型生活拠点
（沼ノ端）

生活拠点
（三光町）

生活拠点
（日新町）

生活拠点
（明徳町）



苫小牧市立地適正化計画

●誘導施設とは 【計画書 P62】

● 誘導施設の設定 【計画書 P65～68】

都市機能分類
誘導施設
（法定）

都市拠点
（中心市街地）

誘導施設の定義

行政機能 市役所 ◎(維持) 地方自治法第４条第１項に規定する施設

子育て支援機能 子育て支援センター ◎(維持)
児童福祉法第６条第６項に規定する子育てについての相談、情報
の提供、助言その他援助を行う施設

商業機能 大規模商業施設 ◎(維持) 用途に供する部分の延床面積が10,000㎡以上を有する施設

医療機能 病院 ◎(維持) 二次救急医療病院

文化機能

地域交流センター相当施設 ◎(維持) 市民の学習や文化の向上を目的として市条例で設置する施設

図書館（分室及び分館を除く） ◎(維持) 図書館法第２条第１項に規定する施設

博物館（登録博物館・博物館相当施設） ◎(維持) 博物館法第２条第１項もしくは博物館法第29条に規定する施設

誘導施設の設定６

都市機能分類
誘導施設
(法定外)

都市拠点
(中心市街地)

複合型生活拠点・生活拠点
誘導施設設定の考え方

明徳町 日新町 三光町 沼ノ端

広域交流機能
広域交流
施設

〇
(誘導)

ー ー ー ー
現在検討を進めている「苫小牧駅周辺ビジョ
ン」がまとまった段階で誘導施設に位置づける
予定であるため、任意施設とします。

行政機能
出張所、
証明取扱所

ー
〇

(誘導)
〇

(誘導)
〇

(維持)
〇

(維持)
生活拠点内への誘導・維持を図るべき施設であ
るため、任意設定とします。

商業機能
食品
スーパー

〇
(誘導)

〇
(維持)

〇
(維持)

〇
(維持)

〇
(維持)

各拠点内への誘導・維持を図るべき施設である
ため、任意設定とします。

医療機能 診療所
〇

(維持)
〇

(維持)
〇

(維持)
〇

(維持)
〇

(維持)
各拠点内への誘導・維持を図るべき施設である
ため、任意設定とします。

誘導施設（法定施設）

誘導施設（任意施設）

概要版

● 都市機能に関する施策 【計画書 P70～71】

誘導施策７

(1)中心市街地活性化、市民文化ホール整備の推進

(2)空き店舗活用事業に係る補助制度拡充の検討

(3)各種制度を活用した誘導施設の整備、維持

● 居住に関する施策 【計画書 P72】

(1)移住に関する支援

(2)各種制度を活用した住宅市街地の再生

(3)多様な世代が住み続けられる住環境の整備

(4)用途地域、地区計画等の見直し検討

● その他の施策 【計画書 P73】

(1)歩行空間・公共空間の魅力の創出

(2)利便性の高い交通環境の整備・検討

● 防災指針の概要 【計画書 P76～77】

● 防災まちづくりに向けた基本方針 【計画書P108】

防災まちづくりに向けた基本方針

基本方針
（ターゲット）

全ての市民 が安全・安心に暮らせる 災害に強い まち

● 具体的な取組み 【計画書 P109～110】

 誘導施設とは、都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設（医療・福祉・商業などの居
住者の共同の福祉や利便性の向上を図るために必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するも
の）を設定するものです。

 誘導施設設定の考え方に基づき、必要となる都市機能の立地状況を踏まえ、誘導施設を設定します。設定にあ
たっては、誘導施設に位置づけ機能の維持・誘導を図る施設（維持または誘導・法定施設）と誘導施設には位
置づけないものの施設の維持・誘導を図るべき施設（維持または誘導・任意施設）に分類します。

防災指針８

 災害リスクを踏まえた課題を抽出し、本市の防災に関する機能の確保のため、防災指針を定めるとともに、こ
の方針に基づく具体的な取組みを位置づけます。

 「防災上の課題整理」より、防災
まちづくりにむけた基本方針
（ターゲット）と５つの取組みの
方針を設定し、総合的な防災対策
の推進を図ります。

取組みの
方針

対策

具体的な取組み
実施
主体

スケジュール

リスク
分類

対策
区分 短期 中期 長期

１⃣

洪
水
・
土
砂
災
害

対
策
の
推
進

回避 ハード 1 河川掘削土を活用した低地等の嵩上げ検討 道

回避 ソフト 2
土砂災害特別警戒区域、警戒区域の居住誘導区域除外、届出・勧告による
居住誘導の推進

市

低減 ハード 3 老朽化した護岸等の更新 市

低減 ハード 4 市街地を洪水被害から守るための河道掘削等 道・市

低減 ハード 5 雨水管整備など大雨対策の実施 市

２⃣
地
震
・
津
波

対
策
の
推
進

低減 ハード 1 老朽化した橋梁の長寿命化や耐震化が必要な橋梁の耐震化 市

低減 ハード 2 小中学施設の防災機能強化等を目的とした改修等の実施 市

低減 ハード 3 個人の木造住宅の耐震診断・耐震設計・耐震改修に要する費用の一部補助 市

低減 ハード 4 空き家の実態把握や解体補助等の各種事業の推進 市

低減 ハード 5 緊急輸送道路をはじめとする市内主要幹線の適正な修繕及び維持管理 市

３⃣

避
難
環
境
の
向
上

低減 ハード 1 避難施設の適切な維持管理 市

低減 ソフト 2 避難行動要支援者支援制度の取組みの推進 市

低減 ハード 3 福祉避難所の増加に向けた取組みの推進 市

低減 ハード 4 拠点的な防災公園の整備推進、オープンスペースの確保 市

低減 ソフト 5 防災備蓄品のさらなる整備の推進 市

４⃣

地
域
防
災
力
の
強
化

低減 ソフト 1 地域防災計画や業務継続計画及び各種災害対応マニュアルの適宜見直し 市

低減 ソフト 2 災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため自主防災組織の取組み支援 市

低減 ソフト 3 防災関係機関の協力のもと防災総合訓練の実施による災害対応の強化 市

低減 ソフト 4 災害時の復旧・復興時に不足が想定される人材確保に向けた取組みの推進 市

５⃣

災
害
リ
ス
ク
の
周
知
強
化

低減 ソフト 1 宅地建物取引等に係る災害リスク情報の提供促進 道

低減 ソフト 2 まちづくり等での活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討 道

低減 ソフト 3 水位計や簡易型河川監視カメラ等による河川情報の提供 道

低減 ソフト 4 各種ハザードマップの作成・更新および周知 市

低減 ソフト 5 災害情報収集手段の一つである登録制防災メール登録の推進 市

低減 ソフト 6 停電時の情報発信が出来るよう防災行政無線整備事業の実施 市

随時実施されるもの整備期間・計画期間があるもの



● 目標値の設定 【計画書 P116～118】

苫小牧市立地適正化計画

目標値と計画の評価10 

● 居住誘導区域外における届出 【計画書 P112】

● 都市機能誘導区域外における届出 【計画書 P113】

 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

届出制度９

開発行為
(1) 居住に関する目標値

● 計画の評価 【計画書 P118】

概要版

 都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握するため、都市機能誘導区域外で以下の行為を
行おうとする場合には、その行為に着手する日の30日前までに、市長への届出が義務付けられます。

● 都市機能誘導区域内における届出 【計画書 P114】

 都市機能誘導区域内における誘導施設の休・廃止の動きを事前に把握し、都市機能の維持を図るため、都
市機能誘導区域内において誘導施設の休・廃止を行おうとする場合には、休・廃止を行う日の30日前まで
に、市長への届出が義務付けられます。

誘導施設 誘導施設の定義

市役所 地方自治法第４条第１項に規定する施設

子育て支援センター
児童福祉法第６条第６項に規定する子
育てについての相談、情報の提供、助
言その他援助を行う施設

大規模商業施設
用 途 に 供 す る 部 分 の 延 床 面 積 が
10,000㎡以上を有する施設

病院 二次救急医療病院

地域交流センター相当施設
市民の学習や文化の向上を目的として
市条例で設置する施設

図書館（分室及び分館を除く） 図書館法第２条第１項に規定する施設

博物館
（登録博物館・博物館相当施設）

博物館法第２条第１項もしくは博物館法
第２９条に規定する施設

建築等行為

開発行為

開発行為以外

 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合

 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とす
る場合

▼ 届出が必要となる誘導施設

 本計画の運用にあたっては、おおむね５年ごとに施策・事業の実施状況についての調査、分析及び評価を行
い、社会情勢の変化等も踏まえながら、PDCAのサイクルに基づき施策等の進捗状況を検証し、必要性に応
じて適宜計画の見直しを行うこととします。

 本計画に基づき実施する誘導施策の有効性を定量的に評価するため、評価指標及びその目標値を次のとおり
設定します。

(3) 公共交通に関する目標値

(2) 都市機能に関する目標値

(4) 防災に関する目標値

評価指標
現状

平成27年
（2015年）

推計値
令和22年
（2040年）

目標値
令和22年
（2040年）

居住誘導
区域内の
人口密度

45.3人/ha 39.1人/ha 40人/ha

評価指標
現状

平成27年
（2015年）

目標値
令和22年
（2040年）

都市機能施設の
徒歩圏人口
カバー率

医療 76.2 % 現状維持

商業 76.6 % 現状維持

福祉 93.6 % 現状維持

子育て 89.5 % 現状維持

教育 89.2 % 現状維持

文教 54.4 % 現状維持

金融 54.6 % 現状維持

評価指標
現状

平成27年
（2015年）

目標値
令和22年
（2040年）

20～30歳代の純移動率 0 % 1 %

評価指標
現状
令和４年
（2022年）

目標値
令和22年
（2040年）

都市機能誘導区域内に誘導施設
が立地している割合

100 % 現状維持

※ 目標値 市街化区域の設定基準である40人/haを基に設定

※ 現状 人口：平成27年（2015年）、都市機能施設：令和3年（2021年）

※ 現状・目標値 第2期苫小牧市人口ビジョン及び総合戦略（令和2年3月）と
同様の値を設定

評価指標
現状

令和元年
（2019年）

目標値
令和7年
（2025年）

路線バス実車走行kmあたり
利用者数

1.17人/km 現状維持

各生活拠点における
バス待合整備箇所数

－
（未整備）

4か所

路線バスの利用頻度 22.0 % 27.0 %

※ 現状・目標値 苫小牧市地域公共交通計画（令和3年6月）と同様の値を設定

評価指標 現状 目標値

洪水・
土砂

機能保全した河川敷
令和2年（2020年）

8河川
令和6年（2024年）

9河川

地震・
津波

耐震化が必要な橋梁の耐震化
率（内、緊急輸送道路をまたぐ

橋梁の耐震化率）

令和2年（2020年）
79 %（100 %）

令和8年（2026年）
100 %

避難
環境

福祉避難所の指定状況
令和2年（2020年）

8か所
増加

地域
防災力

自主防災組織カバー率
令和元年（2019年）

90.08 %
令和5年（2023年）

93 %

災害
リスク
周知

津波ハザードマップの
作成状況

令和2年（2020年）
45町内会・30箇所

令和6年（2024年）
改訂率100 %

※ 現状・目標値 苫小牧市強靭化計画（令和3年3月）と同様の値を設定

 居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するため、居住誘導区域外において以下に示す行為を行
おうとする場合には、その行為に着手する日の30日前までに、市長への届出が義務付けられます。


